
参考資料１

根拠規定：高知県教育職員免許状に関する規則第１４条別表（６特別支援学校教諭免許状）

<必要単位数> 基礎免許状の取得以降に修得した単位であること。

【１授与】　

種類 基礎となる免許状 在職年数

２種免許状
幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭
の普通免許状

基礎となる免許状を取得した後、当該校種の教員
として良好な勤務成績で３年以上

１種免許状 特別支援学校教諭２種免許状
基礎となる免許状を取得した後、当該免許状領域
の教員として良好な勤務成績で３年以上

※１「心理、生理、病理」と「教育課程、指導法」の両方を含む単位

※２「心理、生理、病理」と「教育課程、指導法」をそれぞれ各１単位

（※）　特別支援教育の基礎理論に関する科目の単位の修得方法は、２単位を上限とし、２単位を超える単位数が
　　　あるときについては２単位とみなすものとする。

           特別支援学校教諭の免許状取得について
           （教育職員免許法第６条別表第７）

現職教員向け
（在職年数＋単位修得）

【単位修得例２】　特別支援学校教諭2種（視覚・聴覚・知・肢・病）の免許取得

第１欄

基礎理論に関

する科目

１単位

第２欄

視覚障害者　　２単位

聴覚障害者　　２単位

知的障害者　　１単位

肢体不自由者　１単位

病弱者　　　　１単位

計　　　　　　７単位

第３欄

重複・LD等

（含む領域なし）

１単位

【単位修得例１】　特別支援学校教諭2種（知・肢・病）の免許取得

第１欄

基礎理論に関

する科目

１単位

第２欄

知的障害者　　１単位

肢体不自由者　１単位

病弱者　　　　１単位

計　　　　　　３単位

第３欄

重複・LD等　　　　　　１単位
（含む領域　視、聴、知、肢、病）

視覚または聴覚　　　　１単位

計　　　　　　　　　　２単位

【単位修得例３】　特別支援学校教諭2種（知・肢・病）を所有している者が１種（知・肢・病）へ上進

第２欄

知的障害者　　１単位

肢体不自由者　１単位

病弱者　　　　１単位

計　　　　　　３単位

第３欄

重複・LD等　　　　　　１単位

（含む領域　視、聴、知、肢、病）

任意の領域　　　　　　２単位

計　　　　　　　　　　３単位

単位修得例

総修得単位数

６単位

総修得単位数

９単位

総修得単位数

６単位

※１

※

※

※１

第１欄

・心理、生理、病理 視・聴
1単位

以上

1単位

以上

・教育課程、指導法 視・聴
1単位

以上

1単位

以上

・心理、生理、病理

・教育課程、指導法
知・肢・病

・心理、生理、病理

・教育課程、指導法

内訳

特別支援教育の基礎理論に関する科目 ―

６単位以上

特別支援教育に関する科目 必要教育領域 １種 ２種

第２欄
特別支援教育領域に関する科目

（免許状に定める領域の科目）

2単位
以上

1単位以上

下の各欄ごとに必ず修得しなければならない単位数

６単位以上

2単位
以上

1単位以上

1単位以上

内訳

１単位以上
（※）

第３欄
免許状に定められることとなる特別

支援教育領域以外の領域に関する科

目

第２欄の５領域のうち免

許状に定めない領域（含

む領域可）

　　　＋

重複・ＬＤ等

1単位以上

必要な総単位数
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<必要単位数> 単位の修得時期の制限は特にない。（基礎となる領域と同時期に修得した単位でも使用可）

第１欄

・心理、生理、病理 視・聴 1 1

・教育課程、指導法 視・聴 1 1

・心理、生理、病理 1

・教育課程、指導法 1

・心理、生理、病理

・教育課程、指導法

【２領域追加】 根拠規定：教育職員免許法施行規則第７条第５項

２種免許状に追加
所有する特支免許状に定められている領域又は、追加を受けようとする新教育領域を担任する
教員として（幼小中高等の教員を含む）良好な勤務成績で１年以上

１種免許状に追加
所有する特支免許状に定められている領域又は、追加を受けようとする新教育領域を担任する
教員として良好な勤務成績で１年以上

最低修得単位数
１種 ２種

各特別支援教育に関する科目のごとの領域の追加に必要な合計修得単位数
４又は２単

位以上
１又は２単

位以上

特別支援教育の基礎理論に関する科目 修得不要です

特別支援教育に関する科目 必要教育領域

第２欄 特別支援教育領域に関する科目

4 2

知・肢･病 2（※）
両方の内容
を含む1

第３欄
免許状に定められることとな
る特別支援教育領域以外の領
域に関する科目

重複・ＬＤ等 修得不要です

（※）　当該教育課程等に関する科目並びに当該心理等に関する科目及び当該教育課程等に関する科目
　　　の内容を含む科目についてそれぞれ１単位以上でもよい。

【単位修得例１】　特別支援学校教諭2種（知・肢・病）へ視覚障害者の領域を追加

第２欄

視覚障害者（教育課程、指導法）　　１単位

視覚障害者（心理、生理、病理）　　１単位

　　計　　　　　　　　　　　　　　２単位

【単位修得例２】　特別支援学校教諭１種（視覚障害者）へ知的障害者の領域を追加

第２欄

知的障害者（教育課程、指導法）　　１単位

知的障害者（心理、生理、病理）　　１単位

　　計　　　　　　　　　　　　　　２単位

第２欄

知的障害者（教育課程等＋心理等）　　１単位

知的障害者（教育課程、指導法）　　　１単位

　　計　　　　　　　　　　　　　　　２単位
又は

単位修得例

・領域の追加を申請する場合は、追加しようとする免許状の授与を受けた都道府県教育委員会へ申請する

　ことになります。

　（高知県教育委員会の認定講習で修得した単位の使用の可否など詳細については、各都道府県教育委員会

　へお問い合わせください。）　

【問い合わせ先】　　高知県教育員会事務局　教職員・福利課　

　　　　　　　　　　　　　【教員免許のページ】　https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/menkyo/

【単位修得例３】　特別支援学校教諭１種（知・肢・病）へ聴覚障害者の領域を追加（聴覚障害の２種免許状所有）

第２欄

聴覚障害者（教育課程、指導法）　　１単位

聴覚障害者（心理、生理、病理）　　１単位

　　計　　　　　　　　　　　　　　２単位

１種免許状に必要な単位数から２種

免許状に必要な単位数を差し引いた

単位数を修得すればよい。



参考資料２
平成１１年度～平成１８年度　高知県における免許法認定講習（特殊教育）の開設科目一覧

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

開設科目名 開設科目名 開設科目名 開設科目名 開設科目名 開設科目名 開設科目名 開設科目名

1
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒についての教育の
本質及び目標に関する科目

2

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒についての教育に
係る社会的、制度的又は経
営的な事項に関する科目

3 第２欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

第２欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

視覚生理及び病理 盲心理 目の機能と視覚障害 視覚の生理・病理
視覚に障害のある幼
児、児童又は生徒の心
理、生理、及び病理

4 第３欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

第３欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

盲教育における教育課
程及び指導法

盲学校指導の特質・実
際

視覚障害教育の実際
視覚障害教育課程及

び指導法
視覚障害乳幼児早期
支援の現状と課題

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

6
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒についての教育の
本質及び目標に関する科目

7

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒についての教育に
係る社会的、制度的又は経
営的な事項に関する科目

言語指導の理論及び実
際

8 第２欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

第２欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

聴覚生理及び病理 聴覚音声　生理。病理 聴覚音声　生理。病理
聴覚障害児の生理・心

理
聴覚障害児心理、生理

及び病理

9 第３欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

第３欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

聾教育課程 聴覚障害児の指導法 聴覚補償の理論と実際
聴覚障害児のきこえと
心理、支援を考える

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

11
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒についての教育の
本質及び目標に関する科目

12

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒についての教育に
係る社会的、制度的又は経
営的な事項に関する科目

障害児教育概論

13 第２欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

第２欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

障害児臨床心理学 障害児心理 障害児病理 障害児の生理と心理
障害児の心理、生理及

び病理
発達障害児の心理、生

理及び病理
発達障害児の心理、生

理及び病理
発達障害児の心理、生

理及び病理

14 第３欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

第３欄
心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

障害児教育課程 障害児教育課程論 障害児指導法
軽度発達障害児の発達

と指導
発達障害児の把握と指

導
発達障害児の教育方法 発達障害児の教育方法 発達障害児の教育方法

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の心理、生理、及
び病理に関する科目

心身に障害のある幼児、児童
又は生徒の教育課程及び指
導法に関する科目

5 5 7 7 7 7 7 7

免許法施行規則に規定する科目 開設状況

特殊教育に関する科目 特別支援教育に関する科目

昭和６３年改正法 平成１０年改正法 平成１９年改正法

合　　　　　　　　　計

免
許

状
の

領
域

備

考

第１欄 第１欄
教育の基礎理論に関する科
目

第１欄 教育の基礎理論に関する科目

視
覚

（
旧
盲
学
校

）

視覚障害教育・原理 視覚障害教育原理
視覚障害教育における

教育的支援
視覚障害のある児童生
徒への教育の支援

第２欄

特別支援領域に関する科目
(免許状に定められることとな
る特別支援領域以外の領域
に関する科目として使用する
場合は第３欄として使用可
能）

5 第３欄
免許状に定められることとな
る特別支援領域以外の領域
に関する科目

第１欄 第１欄
教育の基礎理論に関する科
目

第１欄 教育の基礎理論に関する科目

聴
覚

(

旧
聾
学
校

）

聾教育 聴覚障害教育理論
聴覚障害児童・生徒の

理解と指導
聴覚障害児の教育

第２欄

特別支援領域に関する科目
(免許状に定められることとな
る特別支援領域以外の領域
に関する科目として使用する
場合は第３欄として使用可
能）

10 第３欄
免許状に定められることとな
る特別支援領域以外の領域
に関する科目

第１欄 第１欄
教育の基礎理論に関する科
目

第１欄 教育の基礎理論に関する科目

知
・
肢
・
病
の
い
ず
れ
か

（
旧
養
護
学
校

）

障害児教育 障害児教育概論 障害児教育概論 障害児教育概論 障害児教育概論
障害児教育の制度と歴

史
特別支援教育の制度と

歴史

第２欄

特別支援領域に関する科目
(免許状に定められることとな
る特別支援領域以外の領域
に関する科目として使用する
場合は第３欄として使用可
能）

15 第３欄
免許状に定められることとな
る特別支援領域以外の領域
に関する科目
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高知県における特別支援学校教諭にかかる免許法認定講習の平成１９年度～令和７年度)開設状況　及び　令和８年度以降の開設予定一覧

１年度 ２年度 ３年度 ４年度

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
３１年度
(R1年度)

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ7年度
Ｒ８年度
【予定】

Ｒ９年度
【予定】

R10年度
【予定】

R11年度
【予定】

1 全 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ① ● ●

2 心理等に関する科目 ● ● ● ● ● ● ● ● ② ● ● 視 なし

3 課程等に関する科目 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ③ ● ● 視 なし

心理等及び課程等に関する科目 視 なし

4 心理等に関する科目 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ④ ● ● 聴 なし

5 課程等に関する科目 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⑤ ● ● 聴 なし

心理等及び課程等に関する科目 聴 なし

心理等に関する科目 知 なし

6 課程等に関する科目 ● ⑥ 知 なし

7 心理等及び課程等に関する科目 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⑦ ● ● ● ● 知 なし

心理等に関する科目 肢 なし

8 課程等に関する科目 ● ⑧ 肢 なし

9 心理等及び課程等に関する科目 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⑨ ● ● ● 肢 なし

心理等に関する科目 病 なし

10 課程等に関する科目 ● ⑩ 病 なし

11 心理等及び課程等に関する科目 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⑪ ● ● ● 病 なし

12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⑫ ● ●
重複障
害・LD

等

知・
視・
聴・

肢・病

13 ● ● ● ● ● ● ● ⑬ ● ●
重複障
害・LD

等

4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6

注）令和６年度以降については、現時点での開設予定科目であり、計画どおりの開設とならない場合もあります。正式な開設科目については、各年度の開催要項により、ご確認いただくことになります。

これまでの開設状況

H19～R7開設状況

特別支援教育の基礎理論に関する科目

合　　　　　　　　　計

特別支援教育に関する科目

免
許
状
の
領
域

中
心
と
な
る　

領
域

含
む
領
域

視
覚

聴
覚

知
的

肢
体
不
自
由

病
弱
者

免許状教育領域以外の教育領域
に関する科目

重複障害・ＬＤ等に関する科目 全

免許状教育領域に関する科目と
して使用できる科目（中心とな
る領域が免許状領域でない場合
は第３欄の科目となるものを含
む。）



参考資料４－１

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

第一欄
特別支援教育の制
度と歴史
（平成19年度）

特別支援教育の制
度と歴史
（平成20年度）

特別支援教育の制
度と歴史
（平成21年度）

特別支援教育の制
度と歴史
（平成22年度）

特別支援教育の制
度と歴史
（H23認定講習）

特別支援教育の基
礎理論
（H25認定講習）

特別支援教育の基
礎理論
（H27認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の心理、生理及び病理に関する科目

視覚障害者の心
理・生理・病理

視覚障害者の心
理・生理及び病理
（H24認定講習）

視覚障害者の心
理・生理及び病理
（H26認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

視覚障害児の教育
課程及び指導法

視覚障害者の教育
課程及び指導法
（H23認定講習）

視覚障害教育課
程・指導法
（H25認定講習）

視覚障害教育法
（H27認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の心理、生理及び病理に関する科目

聴覚障害者の心
理・生理・病理

聴覚障害心理・生
理学論
（H23認定講習）

聴覚障害者の心
理・生理及び病理
（H25認定講習）

聴覚障害者の心
理・生理及び病理
（H27認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

聴覚障害の理解と
教育

聴覚障害児童生徒
の教育と指導法

聴覚障害者の教育
課程及び指導法
（H24認定講習）

聴覚障害者教育論
（H26認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の心理、生理及び病理に関する科目

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

知的障害の理解と
教育
（H24認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の心理、生理及び病理に関する科目

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

肢体不自由教育の
教育課程・指導法
（H26認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の心理、生理及び病理に関する科目

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

第三欄

免許状に定められ
ることとなる特別
支援教育領域以外
の領域に関する科
目

・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の心理、生理及び病理に関する科目　　　　　　　　　　　　
・心身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

重複障害・発達障
害等の理解と教育

重複障害・発達障
害等の理解と教育

重複障害・発達障
害等の理解と教育

重複障害・発達障
害等の理解と教育

重複障害児の理解
と指導
（H23認定講習）

重複障害及び発達
障害の特性理解と
指導
（H24認定講習）

重度重複障害及び
発達障害の理解と
指導
（H25認定講習）

重複障害及び発達
障害の特性理解と
指導
（H26認定講習）

重複障害の理解と
教育
（H27認定講習）

4 5 5 5 6 6 6 6 6

平成１９年度～平成２７年度　高知県における免許法認定講習（特別支援教育）の開設科目一覧

開設科目名

特別支援教育の基礎理論に関する科目

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

教育職員免許法施行規則に規定する科目
免許状
に定め
る領域

視覚障
害者

聴覚障
害者

知的障
害者

知的障害の理解と
教育

知的障害の理解と
教育

知的障害の理解と
教育

知的障害の理解と
教育
（H23認定講習）

知的障害の理解と
教育
（H25認定講習）

知的障害の理解と
教育
（H26認定講習）

肢体不
自由者

肢体不自由の理解
と教育

肢体不自由の理解
と教育

肢体不自由の理解
と教育

肢体不自由の理解
と教育
（H24認定講習）

肢体不自由の理解
と教育
（H25認定講習）

肢体不自由の理解
と指導
（H27認定講習）

病弱者
病弱教育における
理解と指導
（H23認定講習）

病弱教育における
理解と指導
（H24認定講習）

病弱教育における
理解と指導
（H26認定講習）

病弱者教育におけ
る理解と指導
（H27認定講習）

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

第二欄
特別支援教育領域
に関する科目



参考資料４－２

平成２８年度～令和７年度　高知県における免許法認定講習（特別支援教育）の開設科目一覧

28年度 29年度 30年度 31年度
（令和元年度）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和７年度

第一欄
特別支援教育
の基礎理論に
関する科目

特別支援教育の
基礎理論
（H29認定講習）

特別支援教育の
基礎理論
（H31認定講習）

特別支援教育の
基礎理論
（R3認定講習）

特別支援教育の
基礎理論
（R5認定講習）

特別支援教育の
基礎理論
（R7認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の心理、生理及び病理に関する
科目

視覚障害者の心
理・生理及び病
理
（H28認定講習）

視覚障害者の心
理・生理及び病
理
（H30認定講習）

視覚障害者の心
理・生理及び病
理
（R2認定講習）

視覚障害者の心
理・生理及び病
理
（R4認定講習）

視覚障害者の心
理・生理及び病
理
（R6認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の教育課程及び指導法に関する
科目

視覚障害者の教
育課程及び指導
法
（H29認定講習）

視覚障害者の教
育課程及び指導
法
（H31認定講習）

視覚障害者の教
育課程及び指導
法
（R3認定講習）

視覚障害者の教
育課程・指導法
（R5認定講習）

視覚障害者の教
育課程・指導法
（R7認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の心理、生理及び病理に関する
科目

聴覚障害者の心
理・生理及び病
理
（H29認定講習）

聴覚障害者の心
理・生理及び病
理
（H31認定講習）

聴覚障害者の心
理・生理及び病
理
（R3認定講習）

聴覚障害者の心
理・生理及び病
理
（R5認定講習）

聴覚障害者の心
理・生理及び病
理
（R7認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の教育課程及び指導法に関する
科目

聴覚障害者の教
育課程及び指導
法
（H28認定講習）

聴覚障害者の教
育課程及び指導
法
（H30認定講習）

聴覚障害者の教
育課程及び指導
法
（R2認定講習）

聴覚障害者の教
育課程及び指導
法
（R4認定講習）

聴覚障害者の教
育課程及び指導
法
（R6認定講習）

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の心理、生理及び病理に関する
科目

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の教育課程及び指導法に関する
科目

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の心理、生理及び病理に関する
科目

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の教育課程及び指導法に関する
科目

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の心理、生理及び病理に関する
科目

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の教育課程及び指導法に関する
科目

病弱者教育にお
ける教育課程と
指導法（H28認定
講習）

第三欄

免許状に定め
られることと
なる特別支援
教育領域以外
の領域に関す
る科目

・心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の心理、生理及び病理に関する
科目　　　　　　　　　　　　・心
身に障害のある幼児、児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

重複障害及び発
達障害の特性理
解と指導
（H28認定講習）

重複障害及び発
達障害の特性理
解と指導
（H29認定講習）

重複障害及び発
達障害の特性理
解と指導
（H30認定講習）

重複障害及び発
達障害の特性理
解と指導
（H31認定講習）

重複障害及び発
達障害の特性理
解と指導
（R2認定講習）

重複障害及び発
達障害の特性理
解と指導
（R3認定講習）

重複障害及び発
達障害の理解と
指導
（R4認定講習）

重複障害及び発
達障害の理解と
指導
（R5認定講習）

重複障害及び発
達障害の理解と
指導
（R6認定講習）

重複障害及び発
達障害の理解と
指導
（R7認定講習）

6 6 6 6 6 6 6 5 5 6

開設科目名

特別支援教育の基礎理論に関する科目

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

教育職員免許法施行規則に規定する科目
免許状に　　

定める領域

視覚障害者

聴覚障害者

知的障害者
知的障害の理解
と教育
（H28認定講習）

知的障害の理解
と教育
（H29認定講習）

知的障害の理解
と教育
（H30認定講習）

知的障害の理解
と教育
（H31認定講習）

知的障害の理解
と教育
（R2認定講習）

知的障害の理解
と教育
（R3認定講習）

知的障害の理解
と教育
（R4認定講習）

知的障害の理解
と教育
（R6認定講習）

肢体不自由
者

肢体不自由の理
解と指導
（H28認定講習）

肢体不自由の理
解と指導
（H30認定講習）

肢体不自由の理
解と指導
（H31認定講習）

肢体不自由の理
解と指導
（R2認定講習）

肢体不自由の理
解と指導
（R4認定講習）

肢体不自由の理
解と指導
（R5認定講習）

肢体不自由の理
解と指導
（R7認定講習）

病弱者
病弱者教育にお
ける理解と指導
（H29認定講習）

病弱者教育にお
ける理解と指導
（H30認定講習）

病弱者教育にお
ける理解と指導
（R2認定講習）

病弱者教育にお
ける理解と指導
（R3認定講習）

病弱者教育にお
ける理解と指導
（R4認定講習）

病弱者教育にお
ける理解と指導
（R6認定講習）

病弱者教育にお
ける理解と指導
（R7認定講習）

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

第二欄
特別支援教育
領域に関する

科目



参考資料５

１　取得希望免許状及び修得単位

単位数
修得講座
番号

単位数
修得講座
番号

単位数

心理、生理、病理

教育課程、指導法

心理、生理、病理

教育課程、指導法

心理、生理、病理

教育課程、指導法

心理等＋教育課程等

心理、生理、病理

教育課程、指導法

心理等＋教育課程等

心理、生理、病理

教育課程、指導法

心理等＋教育課程等

心理、生理、病理

教育課程、指導法

心理等＋教育課程等

２　取得希望免許状のため、認定講習において今まで修得している科目名

３　必要な勤務経験等

修得済単位チェックシート

　ご自身で修得済の単位等を記入し、取得希望免許状に必要な単位をご確認ください。

現有免許状

取得希望免許状 　　一種　・　二種　　　　　希望する領域（視・聴・知・肢・病）

修得講座
番号

第１欄 基礎理論に関する科目

修得講座
番号 科目名

修得講座
番号 科目名

① ⑥

② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

※平成１８年度までの単位については、参考資料２「（平成１１年～１８年度　高知県における免許法
認定講習（特殊教育）の開設科目一覧）」を参照すること

２種免許状
幼小中高の普通免許状を取得した後、特別支援学校又は、幼小中高の教員として良好な勤
務実績で３年以上

１種免許状
特別支援学校の２種免許状を取得した後、当該免許状領域の教員として良好な勤務実績３
年以上

Ｈ１８まで 　Ｈ１９～Ｒ７
高知県教育委員会が開
設する認定講習以外

視覚

聴覚

知的

知
肢
病
の

い
ず
れ
か

肢体不自由

病弱

第３欄
免許状に定められ
る教育領域以外

修　

得　

単　

位

第２欄


